
新型コロナウイルス感染症に伴う
医療保険制度の対応について
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・新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の
主な対応状況について

・在宅医療における新型コロナウイルス感染症に伴
う医療保険制度の対応について

・歯科診療における新型コロナウイルス感染症に伴
う医療保険制度の対応について

・新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく
臨時の医療施設における診療報酬上の対応について
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新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ①

【診療報酬の算定について】
○ 患者の急激な増加等に鑑み、診療報酬の算定について柔軟な取扱いを行うこととした。

（１）医療法上の許可病床数を超過する入院の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより医療法上の許可病床を超過する場合には、通常適用される診療報酬

の減額措置を行わないこととした。

（２）施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関の取扱い
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより、入院患者が一時的に急増等した場合や、学校等の臨時休学に伴い、

看護師が自宅での子育て等を理由として勤務することが困難になった場合等においては、当面、月平均夜勤時間数については、
１割以上の一時的な変動があった場合においても、変更の届出は不要とした。

（３）看護配置の変動に関する取扱い
（２）と同様の場合において、看護要員の比率等に変動があった場合でも当面、変更の届出は不要とした。

（４）DPC対象病院の要件等の取扱い
（２）と同様の場合において、看護要員の数等の施設基準を満たさなくなった場合については、「DPC対象病院への参加基準

を満たさなくなった場合」には該当せず、届出は不要とした。

（５）本来の病棟でない病棟等に入院した場合の取扱い
原則として、当該患者が実際に入院した病棟の入院基本料等を算定することとした。また、会議室等病棟以外の場所に入院さ

せた場合には、必要とされる診療が行われている場合に限り、当該医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が
本来入院すべき病棟の入院基本料を算定することとした。

（６）研修等の取扱いについて
定期的な研修や医療機関間の評価を要件としている項目の一部について、研修や評価を実施できるようになるまでの間、実施

を延期することができることとした。
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新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ②

（７）電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについて
慢性疾患等を有する定期受診患者等について、電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処

方箋情報が送付される場合、電話等再診料等を算定できることとした。（外来診療料も同様の取扱い。）
また、上記の場合であって、療養上必要な事項について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料等を

支給した場合に、在宅療養指導管理料等を算定できることとした。
さらに、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、管理料等を算定していた患者に対しては、「情報通信機器を用い

た場合」の管理料を算定できることとした。
調剤報酬においては、上記の場合であって、当該処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を

行った場合、調剤技術料等を算定できることとした。

（８）緊急に開設する保険医療機関の基本診療料の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために、緊急に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料

の届出を行う場合においては、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できることとした。

（９）ＤＰＣ／ＰＤＰＳにおける取扱い
令和２年３月31日までの期間において、医療資源を最も投入した病名が新型コロナウイルス感染症であった症例については、

包括評価の対象外とした。
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新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ③

（10）外来における対応について
必要な感染予防策を講じた上で実施する外来診療について、受診の時間帯によらず、院内トリアージ実施料を算定できること

とした。

（11）入院における対応について
新型コロナウイルス感染症患者の入院診療について、医師が診察等の結果、緊急に入院が必要であると認めた患者（入院基本

料又は特定入院基本料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定しているものに限る。）について、救急医療管理
加算１を算定できることとした。また、その際、最長14日算定できることとした。

さらに、必要な感染予防策を講じた上で実施する新型コロナウイルス感染症患者の入院診療について、第二種感染症指定医療
機関の指定の有無に関わらず、二類感染症患者入院診療加算を算定できることとした。

（12）初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施について
時限的・特例的な対応として、初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方をする場合には、初診料214点を

算定できることとした。また、その際、医薬品の処方を行い、又は、ファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合は、調剤料、
処方料、処方箋料、調剤技術基本料、又は薬剤料を算定できることとした。

また、保険薬局において、保険医療機関から送付された処方箋情報に基づき調剤を行い、電話や情報通信機器を用いて服薬指
導を行う場合について、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料を、（その他の要件を満たした場合）薬剤服用歴管理指導
料等を算定できることとした。

さらに、慢性疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療及び処方を行う場合について、電話や情
報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、管理料等を算定していた
患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても当該計画等に基づく管理を行う場合は、月１回に限り147 点を算
定できることとした。
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※赤字部分：
4月8日付け保険局医療課発事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その９）」より引用
4月10日付け保険局医療課発事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その10）」より引用



新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の主な対応状況について ④

（13）重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する診療について
救命救急入院料、特定集中治療室管理料又はハイケアユニット入院医療管理料を算定する病棟において、人工呼吸器管理等

を要する重症の新型コロナウイルス感染症患者については、別に示す点数を算定できることとした。

また、新型コロナウイルス感染症患者のうち、次の状態の患者については、それぞれ次の日数を上限として、特定集中治療
室管理料等を算定できることとした。

（１） 急性血液浄化（腹膜透析を除く。）を必要とする状態、急性呼吸窮迫症候群又は心筋炎・心筋症のいずれかに該当

する患者 21 日

（２） 体外式心肺補助（ＥＣＭＯ）を必要とする状態の患者 35 日

（14）患者の重症化等を防ぐための管理及び医療従事者の感染リスクを伴う診療について
中等症以上（酸素吸入が必要な状態）の新型コロナウイルス感染症患者については、14 日を限度として１日につき救急医

療管理加算１の100 分の200 に相当する点数（1,900 点）を算定できることとした。

また、新型コロナウイルス感染症患者に対する、医療従事者の感染リスクを伴う診療に係る評価として、看護配置に応じて、

１日につき別に示す二類感染症患者入院診療加算に相当する点数を算定できることとした。

【その他】

○ ＰＣＲ検査の保険適用について
新型コロナウイルス感染症の患者であることが疑われる者に対し新型コロナウイルス感染症の診断を目的として行った場合又

は新型コロナウイルス感染症の治療を目的として入院している者に対し退院可能かどうかの判断を目的としたＰＣＲ検査を実施
した場合に、医療保険を適用できることとした。
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※赤字部分：
4月18日付け保険局医療課発事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その12）」より引用



在宅医療における
新型コロナウイルス感染症に伴う

医療保険制度の対応について
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在宅医療における臨時的対応について（案）①
○ 新型コロナウイルスの感染が拡大していることにより、在宅医療の現場において、患者等から訪問を控えるよう要請される事案がある

との意見を踏まえ（※）、在宅時医学総合管理料（在医総管）及び施設入居時等医学総合管理料（施設総管）について、新型コロナウイ
ルスの感染が拡大している間、臨時的に以下の取扱いとしてはどうか。

通常

当月に限り、月２回訪問の
在医総管等を算定可

月２回訪問の在医総管等 月１回訪問の在医総管等

訪問
診療

新型コロナウイルスの感染が拡大している間

１）令和２年４月のみの特例的な取扱い１）令和２年４月のみの特例的な取扱い

管理料無し訪問診療を実施
せず、電話等に
よる診療を実施

又は

２）５月以降の臨時的な取扱い２）５月以降の臨時的な取扱い

月２回訪問の在医総管等を算定可

訪問
診療

5月以降

３月

又は

４月

訪問
診療

訪問
診療

訪問
診療

電話
診療

（注）２月以上連続で、訪問診療１回＋
電話等再診１回となった場合、2月目
以降は、診療計画を変更し、月１回
訪問の管理料を算定する。

電話
診療

電話
診療

電話
診療

電話
診療

電話
診療

電話
診療

月２回訪問の在医総管等を算定可

訪問
診療

訪問
診療

月２回訪問の在医総管等

（※）患者等が感染への懸念から訪問を拒否する場合であっても、まずは医療上の必要性等を説明し、患者等の理解を得て、訪問診療の継続に努めること。その上で、
患者等から訪問を控えるよう要請があった場合の対応を想定。

前月に在医総管等のうち「月２回以上訪問診療を行っている場合」を算定していた患者の場合

訪問
診療

訪問
診療

訪問
診療



在宅医療における臨時的対応について（案）②
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前月に在医総管等のうち「月１回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者の場合

通常

訪問
診療

月１回訪問の在医総管等を算定

新型コロナウイルスの感染が拡大している間

４月のみの特例的取扱い（※１）４月のみの特例的取扱い（※１）

訪問
診療

電話等
再診

訪問
診療

在医総管等は算定不可
訪問診療を実施せず、
電話等による診療を

行った場合

月１回訪問の在医総管
を算定可（※２）

電話等
再診

（※１）５月以降については、通常通りの取扱いとする。
（※２）令和２年３月に「月１回訪問診療を行っている場合」を算定していた患者に対して、４月に電話等を用いた診療を

複数回実施した場合は、「月１回訪問診療を行っている場合」を算定する。

○ あわせて、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、診療報酬上の臨時的な取扱いとして、新型コロナウイルスの感染症患者（新
型コロナウイルス感染症であることが疑われる患者を含む。）に対して、往診等を実施する場合に、必要な感染予防策を講じた上で当該
患者の診療を行った場合には、【B001-2-5】院内トリアージ実施料（300点／回）を算定できることとしてはどうか。

月１回訪問の在医総管等を算定３月 ４月

感染予防策を講じた上で実施される往診等の評価



10

訪問看護基本療養費
1日につき 週3日目まで 5,550円

精神科訪問看護基本療養費
1日につき 週3日目まで30分以上 5,550円

基本療養費
に係る加算

管理療養費
に係る加算

訪問看護管理療養費

【月の初日】
機能強化型1：12,530円
機能強化型2： 9,500円
機能強化型3： 8,470円
その他 ： 7,440円

【月の2日目以降】3,000円

訪問看護情報提供療養費
療養費1～3：

月1回1,500円

通
常
の
訪
問
看
護

訪問看護ターミナルケア
療養費

療養費1：25,000円
療養費2：10,000円

＜算定例＞ 週２日×４週 訪問看護を実施すると、 基本療養費（5,550円×８日）＋ 管理療養費（初日7,440円＋２日目以降3,000円×７日） ＝ 72,840円

※黒塗り以外を算定

＜算定例＞ 週２日×４週のうち、訪問看護を１回、電話等による対応を７回実施すると、 基本療養費（5,550円×１日）＋ 管理療養費（初日7,440円＋２日目以降3,000円×７日） ＝ 33,990円

○ 新型コロナウイルスの感染が拡大していることにより、訪問看護ステーションにおいても、利用者等から訪問を控えるよう要請される
事案があるとの意見を踏まえ（※）、訪問看護ステーションにおける訪問看護については、臨時的に以下の取扱いとしてはどうか。

（※）利用者等が感染への懸念から訪問を拒否する場合であっても、まずは医療上の必要性等を説明し、利用者等の理解を得て、訪問看護の継続に努めること。その
上で、利用者等から訪問を控えるよう要請があった場合の対応を想定。

訪問看護ステーションにおける臨時的対応について（案）

・月に１日は訪問看護を実施した上で、電話等により病状確認や療養指導を行った日に算定可能
・利用者又はその家族等に同意を得ること ・利用者等の同意取得及び電話等による対応の内容について記録に残すこと

算定の
要件

基本療養費
に係る加算

訪問看護基本療養費
1日につき 週3日目まで 5,550円

精神科訪問看護基本療養費
1日につき 週3日目まで30分以上 5,550円

基本療養費
に係る加算

管理療養費
に係る加算

訪問看護管理療養費

【月の初日】
機能強化型1：12,530円
機能強化型2： 9,500円
機能強化型3： 8,470円
その他 ： 7,440円

【月の2日目以降】3,000円

訪問看護情報提供療養費
療養費1～3：

月1回1,500円

臨
時
的
な
取
扱
い

訪問看護ターミナルケア
療養費

療養費1：25,000円
療養費2：10,000円

基本療養費
に係る加算

○ あわせて、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、診療報酬上の臨時的な取扱いとして、新型コロナウイルス感染症の利用者
（新型コロナウイルス感染症であることが疑われる者を含む。）に対して、訪問看護を実施する場合に、必要な感染予防策を講じた上で
当該利用者の看護を行った場合には、特別管理加算（2,500円／月）を算定できることとしてはどうか。

感染予防策を講じた上で実施される訪問看護の評価



訪問薬剤管理指導に代えて、電話や情報通信機器を用いて、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保
管状況及び残薬の有無の確認等を実施した場合、以下を算定できることとしてはどうか。

あらかじめ医師の指示に基づき策定した薬学的管理指導計画に基づき、患家を訪問して、薬歴管理、服薬指導、服薬
支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無の確認等を実施した場合、以下を算定している。

訪問薬剤管理指導における臨時的対応について（案）
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○ 新型コロナウイルスの感染が拡大していることにより、訪問による薬学的管理指導を行っている患者等から訪問を控えるよう要請され
る事案があるとの意見を踏まえ（※）、訪問薬剤管理指導について、臨時的に以下の取扱いとしてはどうか。

（※）患者等が感染への懸念から訪問を拒否する場合であっても、まずは医療上の必要性等を説明し、患者等の理解を得て、訪問薬剤管理指導の継続に努めること。そ
の上で、患者等から訪問を控えるよう要請があった場合の対応を想定。

在宅患者訪問薬剤管理指導料薬剤料等調剤技術料

通常の訪問薬剤管理指導

臨時的な取扱い*

薬剤服用歴管理指導料薬剤料等調剤技術料

①調剤及び訪問薬剤
管理指導を行う場合

②調剤した医薬品に
ついて訪問薬剤管理
指導を行う場合 在宅患者訪問薬剤管理指導料

①調剤及び電話等に
よる薬学的管理指導
を行う場合

②調剤した医薬品に
ついて電話等による
薬学的管理指導を行
う場合

薬剤服用歴管理指導料

*前月又は同月に在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定していた患者を対象

患家を訪問せず、薬学的管理指導を行った場合は在宅患者訪
問薬剤管理指導料が算定できないが、臨時的・特例的な対応
として電話等による薬学的管理指導を行った場合、薬剤服用
歴管理指導料を算定。

在宅患者訪問薬剤管理指導料は患者１人につき、
①、②合わせて原則、月４回まで算定可能



歯科診療における
新型コロナウイルス感染症に伴う

医療保険制度の対応について
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○ 新型コロナウイルスの感染が拡大し、医療機関の受診が困難になりつつあることに鑑み、時限的・特例的な対応として、「新型コロナ
ウイルスの感染拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」（令和２年４月●日厚生労働
省医政局歯科保健課）が発出されたことを踏まえ、当該事務連絡に関連する診療報酬の取扱いについて、以下の対応としてはどうか。

歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての
電話等を用いた診療に対する診療報酬上の臨時的な取扱いについて

患者

健康相談

電話等を用いた初診

電話等を用いた診療の求め 保険
医療機関

○歯科医師が診療は不要と判断
した場合

○歯科医師が電話等を用いた
診療が可能と判断した場合

○歯科医師が対面診療が必要と
判断した場合

電話等を用いた初診

電話等を用いた再診

○現在受診中では無いが、新
たに生じた症状に対して、
診療を行う場合

○受診中の患者に対し、新た
に別の症状についての診
断・処方を行う場合

実施するサービス

診療報酬上の評価

○ 電話等を用いた初診料（185点）
○ 処方料（42点）
○ 処方箋料（68点）

受診勧奨 自院又は他院における対面診療

診療報酬の対象外

○ 電話等再診料（53/44点）
○ 処方料（42点）
○ 処方箋料（68点）

○ 電話等を用いた初診料（185点）
○ 処方料（42点）
○ 処方箋料（68点）

当該保険医療
機関の受診歴

無し

当該保険医療
機関の受診歴

有り

※１ 算定告示C000 ３「歯科訪問診療３」185点 ※２算定告示B004-6-2「歯科治療時医療管理料」45点、B001-3「歯周病患者画像活用指導料」10点の和

○ 時限的・特例的な対応として、電話等を用いた初診について、歯科医師が診察可能であると判断し診察及び処方等を行った場合には、
電話等を用いた初診料として185点（※１）を算定することとしてはどうか。

○ また、電話等を用いた診療を行う以前より、「歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料」を算定していた患者に対して、電話等を用
いた診療及び処方、医学管理等を行う場合、管理料として55点（※２）を算定することとしてはどうか。



新型インフルエンザ等対策特別措置
法に基づく臨時の医療施設における

診療報酬上の対応について
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新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「臨時の医療施設における医療の提供」等について

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下「特措法」という。）第48条第１項において、特定都道府県知事
（※）は、区域内において医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、当該都道府
県行動計画で定めるところにより、「臨時の医療施設」を開設し、医療を提供しなければならないこととされ
ている。 ※ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言において、指定された区域の都道府県知事

○ 臨時の医療施設については、応急的な医療を提供するという性質に鑑み、迅速な設置に支障を来さな
いよう、消防法上の防火対象物や建築基準法上の特殊建築物として課される技術的基準が緩和されると
ともに（特措法第48条第３項、第４項）、医療法第４章に規定する病院等の開設許可、構造設備等に関する基準
が適用除外されている（同条第５項）。

※ 臨時の医療施設は、その状況に応じて入院患者を他の医療機関に移送する等により順次閉鎖されるものであるが、緊急事態宣言前に
入院した患者に対する継続的な医療の提供等のため、同宣言後一定の期間存続させることが認められている（改めての許可手続は不要）。

○ 医療法の適用除外の対象は、第４章のみであり、それ以外の第１章（総則）、第２章（医療に関する情報
の提供）、第３章（医療の安全の確保）等の規定は適用されることとなる。

そのため、臨時の医療施設も、機能や収容できる入院患者数等によって病院、診療所のいずれかに該
当し、病院、診療所に関する諸規定（第４章を除く。）が適用されることとなる。

１．背景

２．「臨時の医療施設」に対する保険適用
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○ 臨時の医療施設は医療法上の病院又は診療所に該当することとなるため、健康保険法等に基づく保険
医療機関として指定を受けることも可能である。

○ 一方で、臨時応急的な施設であることから迅速な設置が必要であることや、特措法において医療法第４
章に規定する病院等の開設許可、構造設備基準等に関する基準が適用除外とされていることから、臨時
の医療施設に係る診療報酬の算定方法等について検討が必要となる。



１．入院基本料の算定

● 入院基本料の算定は、特措法に基づいて応急的に医療を提供する臨時的な施設であることを
踏まえて、下記のとおり結核病棟入院基本料を準用することとしてはどうか。

【論点】「臨時の医療施設」の診療報酬の算定について

【対応の方向性】
○ 特措法上の臨時の医療施設の診療報酬の算定については、基本的に、通常の保険医療機関と同様

の点数を算定できることとするが、その運用にあたっては、臨時・応急的な施設という性質に鑑み、
実情に応じた柔軟な運用とすることとしてはどうか。
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● 入院基本料に係る入院診療計画等の基準については、臨時の医療施設の性質に鑑み、実情に
応じた柔軟な運用としてはどうか。

例）入院診療計画については、簡素化したものや標準的なフォーマットを使用することで構わないこととする

各種届出書類の提出に時間を要する場合は、事後の届出によることとする など

２．入院基本料に係る加算の算定

● 各種加算については、通常通りの施設基準及び算定要件とすることとしてはどうか。

※ この間行った、新型コロナウイルス感染症の中等症・重症患者の受入れに係る時限的・特例的な対応（救急医療管理加算、
二類感染症患者入院診療加算など）等についても要件を満たせば算定可能。

看護配置 7:1以上 10:1以上 13:1以上 15:1以上 18:1以上 20:1以上

点数 1,654点 1,385点 1,165点 998点 854点 806点



〇新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）

（臨時の医療施設等）

第四十八条 特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合に
は、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設（第四項において「医療施設」という。）で
あって特定都道府県知事が臨時に開設するもの（以下この条及び次条において「臨時の医療施設」という。）において医療を提供しなければな
らない。

２ 特定都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこ
ととすることができる。

３ 消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第十七条第一項及び第二項の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。この場合において、
特定都道府県知事は、同法に準拠して、臨時の医療施設についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持
に関する基準を定め、その他当該臨時の医療施設における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。

４ 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第八十五条第一項本文、第三項及び第四項並びに景観法（平成十六年法律第百十号）第七十七条第
一項、第三項及び第四項の規定は特定都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕及び臨時の医療施設の建築について、建築基準法第八十七条の
三第一項本文、第三項及び第四項の規定は特定都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合における当該臨時の
医療施設について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第一項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等
対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）第三十二条第一項の規定により新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた」と、「非常災害
区域等（非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。）」とあ
るのは「同項第二号に掲げる区域」と、同項及び同法第八十七条の三第一項中「その災害が発生した日」とあるのは「当該新型インフルエンザ
等緊急事態宣言がされた日」と、同項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項の規定によ
り新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた」と、「非常災害区域等」とあるのは「同項第二号に掲げる区域」と、景観法第七十七条第一項
中「非常災害があった」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成二十四年法律第三十一号）第三十二条第一項の規定により新
型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた」と、「その発生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの」とあるのは「同項
第二号に掲げる区域」と、「その災害が発生した日」とあるのは「当該新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた日」と読み替えるものとす
る。

５ 医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第四章の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。

６ 特定都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者
で特定都道府県の区域内において診療所を開設したものが、新型インフルエンザ等緊急事態における医療の提供を行うことを目的として、病床
数その他同条第二項の厚生労働省令で定める事項を変更しようとする場合については、当該医療の提供を行う期間（六月以内の期間に限る。）
に限り、同項の規定は、適用しない。

７ 前項の場合において、同項に規定する者は、当該医療の提供を開始した日から起算して十日以内に、当該病院又は診療所の所在地の特定都道府
県知事（診療所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長）に
当該変更の内容を届け出なければならない。

参照条文
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〇医療法（昭和23年法律第205号） 第４章 病院、診療所及び助産所（抄）

（参考）医療法第４章の規定
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第七条 病院等の開設の許可

第七条の二、第七条の三 公的医療機関等の病院開設等の規制

第八条 診療所等開設の届出

第八条の二 病院等の休止及び届出

第九条 病院等の廃止の届出

第十条、第十条の二 病院等の管理者

第十一条 助産所の管理者

第十二条 開設者自身による管理

第十二条の二 地域医療支援病院の開設者の報告義務

第十二条の三 特定機能病院の開設者の報告義務

第十二条の四 臨床研究中核病院の報告義務

第十三条 患者を入院させる施設を有する診療所の体制

第十四条 助産所の収容人員の制限

第十四条の二 管理者の掲示義務事項

第十五条、第十五条の二 管理者の監督義務

第十五条の三 管理者の業務委託の制限

第十六条 医師の宿直

第十六条の二 地域医療支援病院の管理者の義務

第十六条の三 特定機能病院の管理者の義務

第十六条の四 臨床研究中核病院の管理者の義務

第十七条 省令への委任

第十八条 病院等の専属薬剤師

第十九条、第十九条の二 助産所の嘱託医師

第二十条 病院等の構造設備の基準

第二十一条 病院の法定人員及び施設等

第二十二条 地域医療支援病院の法定施設等

第二十二条の二 特定機能病院の法定施設等

第二十二条の三 認定施設

第二十三条 省令への委任、罰則の委任

第二十三条の二 人員の配置、業務の停止命令

第二十四条
第二十四条の二

施設の使用制限禁止命令等

第二十五条 報告の徴取及び立入検査

第二十五条の二 都道府県知事への通知

第二十六条 医療監視員

第二十七条 使用前の検査及び許可証の交付

第二十七条の二 勧告

第二十八条 管理者の変更命令

第二十九条 病院等の開設許可の取消等

第二十九条の二 緊急時の厚生労働大臣の指示

第三十条 弁明の機会の付与

第三十条の二 政令への委任

第１節 開設等

第２節 管理

第３節 監督

第４節 雑則


